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人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
八
e

一
八
（
採
用
試

験
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

人
事
院
総
裁

原

恒
雄

人
事
院
規
則
八
e

一
八
e

二
四

人
事
院
規
則
八
e

一
八
（
採
用
試
験
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
八
e

一
八
（
採
用
試
験
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験
の
項
中
「
、
身
体
検
査
及
び
身
体
測
定
」
を
「
及
び
身
体
検
査
」に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
四
百
三
十
号
を
第
四
百
三
十
一
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
百
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

亜
塩
素
酸
水

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
金
融
庁
告
示
第
二
号

損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
付
で
届
出
の
あ
っ
た
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
基

準
料
率
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

金
融
庁
長
官

畑
中
龍
太
郎

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
基
準
料
率

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
基
準
料
率
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
3
0年
法
律
第
9
7号
）
の
規
定
に
基
づ

く
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
の
会
員
が
使
用
す
る
自
動
車
損
害
賠
償
責

任
保
険
普
通
保
険
約
款
に
よ
る
保
険
契
約
に
対
し
て
適
用
す
る
。

１
．
保
険
金
額

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
3
0年
政
令
第
2
8
6号
）
第
２
条
に
定
め
る
保
険
金
額

™


		2013-01-31T15:06:27+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




